
Ⅰ. 証券会社にお預けになっていない当社株式は、三菱ＵＦＪ信託銀行にある「特別口座」にて管理しております。
  「特別口座」では単元株式の売買はできません。証券会社の口座へ移管されることをお奨めします。

Ⅱ. 証券会社にお預けの株式数と、下記のご所有株式数が異なる場合には、その差異が、特別口座に記録さ
　 れている可能性があります。（配当金関係書類に株式数が記載されています。）

※「特別口座」とは、平成21年1月の株券電子化の際に、証券会社に預けられていない株式を管理するために、当社が開設した口座のこ
とです。

※『第159期中間配当金領収証』または『第159期中間配当金計算書』は、この冊子に同封されています。

このページをご一読いただき、ご確認くださいますようお願いいたします。

すでに証券会社に株式の取扱
いができる口座をお持ちであ
れば、新たに開設の必要はあ
りません。

証券会社に口座を
開設する。 三菱ＵＦＪ信託銀行に、

振替用の請求用紙を
請求する。

送られてきた請求用紙に
必要事項を記入・押印して、
三菱ＵＦＪ信託銀行に

送付する。

これで
手続きは
完了です。

証券会社の口座に
株式が移管されます。

＜特別口座についてのお手続きお申込み先・お問い合わせ先＞
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部　〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目６番３号 TEL 0120-094-777

株式のお預け先をご確認ください ※ご一読ください

証券会社にお預けでない株式はありませんか？１.

「特別口座」から証券会社の口座への株式の移管の方法2.

ここに、株主様がご所有されている
株式数を記載しています。

株
ご所有株式数
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